
無断複製・転載禁止　東京電力株式会社

■監査目的
　「原子力保全部門と協力企業との連携」の状況を，「工事管理と工事評価の視点」から確認し，
取組みの状況と課題を検証。

■監査結果総括
　・工事管理面については，明確にされている品質の管理ポイントを当社・協力企業とも確認し，
　ＱＭＳに適合した作業が実施され，日常業務で頻繁に大きな問題を生じないレベルを確保し
　ている。また，当社監理員の現場出向頻度が高まり，作業者とのコミュニケーションの状況
　も改善されてきた。一方，当社と協力企業の安全・品質に対する役割分担が明確にされてお
　らず，両者の一体となった検討が早期に必要

　・工事評価面については，契約箇所での工事成績表の活用は図られているものの，工事主管箇
　所からは，評価結果を次期計画に反映（インセンティブ等の付与）することで元請の安全・
　品質の向上に寄与させるべきとの意見がある。今後，契約箇所と工事主管箇所が一体となっ
　た検討をすすめ，工事評価を反映できる仕組みを検討することが必要

■監査の方法
　・監査期間：平成21年７月～10月

　・監査対象：本店，1F，2F，KK →本店4部，各サイト４Ｇ：計56名

■参考調査

　･対象部署：協力企業へのインタビュー→22社：計55名
　　　　　　 火力部（火力保修Ｇ,富津(発電所,建設所)）へのヒアリング

　　　　　　 配電部，工務部については書類調査を実施
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１

　　「原子力保全部門と協力企業との連携について」監査報告概要

【次シート以降凡例】
●：監査にて良好として確認したもの
▲：監査にて課題として確認したもの
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監査結果
　視点Ⅰ- 指示・要求事項の視点

監査の視点監査の視点

・当社からの指示・要求事項がどのように反映され，現場第一線に周知されているか

監査結果監査結果

現場第一線の作業者に特化した分かり易い施工要領書の検討
　・現場第一線の作業者が施工要領書の内容を理解して作業を行うことができるように，「保守管理改善PJ 」
　　の迅速かつ着実な推進を期待

現場第一線の作業者に特化した分かり易い施工要領書の検討
　・現場第一線の作業者が施工要領書の内容を理解して作業を行うことができるように，「保守管理改善PJ 」
　　の迅速かつ着実な推進を期待

指示（当社→元請）
　・共通・追加仕様書，不適合水平展開，指示文書
　・現場説明会

施工要領書確認（当社）
　・担当者→承認者への上覧
　●チェックシートの活用
　●読合せの実施 (3H工事等;保全,元請,作業班長)

施工要領書周知
　・事前検討会(工事着手前:元請→全作業者)
　・TBM-KY(当日:作業班長→作業者)
　▲「施工要領書の内容を周知しても，全作業者が
　　理解しているか自信がない」との作業班長の声

施工要領書作成
　・元請担当者作成（作業班長意見を反映）
　・当社指示反映(忘れ防止としてﾁｪｯｸﾘｽﾄ等活用)
　● 分かり易い要領書(イラスト・写真等活用)

事前検討会
(工事概要説明，工事担当者

等からの指示,注意実施)

TBM-KY
(当日の作業内容説明，注意
事項確認，危険予知実施)

○「保守管理改善PJ」の中で，現場で使える実
　効的な施工要領書の作成を検討
　　体制：本店，各発電所，元請
　　概要：「施工要領書作成指針」の制定及び
　　　　　工事共通仕様書への反映
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監査結果　
　視点Ⅱ　着手前の検討状況の視点

①安全への気付きのポイントとなる安全事前評価委員会が有効に行われているか
②事前検討会がどのような役割を果たしているか
③力量把握には自らの力量が必要であるが，その実態はどうか

監査の視点監査の視点

監査結果監査結果

○実施状況　　
▲ 「実績」の解釈等
　一部に曖昧な選定
　基準
▲安全スタッフによる　
　横串機能が未発揮　
●委員が工事条件等を
　考慮し，ﾗﾝｸ見直し
　　

○発電所意見
●委員からの幅広い視点
　 の助言やﾘｽｸ評価手法
　 の活用は有効
▲「実績」の解釈等に苦慮
▲ 「資料作成が大変」
●防災安全部がBﾗﾝｸ委員会
　 へ参画

安全事前評価委員会を活用した安全確保の向上
　・安全スタッフを活用し，横串的機能が発揮できるよう，その役割を担う防災安全部に保全のベテランを
　　配置する等の検討を要望，また委員会の活性化並びに安全意識の醸成を図るために，選定基準の明確化
　　や負担感（資料の簡素化等）の軽減する等の検討を要望
事前検討会を活用した安全確保の向上
　・安全に関する実施内容を充実させることを要望
協力企業の技術力（力量）の把握による品質・安全の確保

　・工事の難易度に応じて，事前検討会への参加者を選定するなど工夫することが必要

安全事前評価委員会を活用した安全確保の向上
　・安全スタッフを活用し，横串的機能が発揮できるよう，その役割を担う防災安全部に保全のベテランを
　　配置する等の検討を要望，また委員会の活性化並びに安全意識の醸成を図るために，選定基準の明確化
　　や負担感（資料の簡素化等）の軽減する等の検討を要望
事前検討会を活用した安全確保の向上
　・安全に関する実施内容を充実させることを要望
協力企業の技術力（力量）の把握による品質・安全の確保

　・工事の難易度に応じて，事前検討会への参加者を選定するなど工夫することが必要

①安全事前評価委員会
○実施状況
・全ての工事について，工
　事担当者，全作業者が
　出席
▲工事内容，工程，体制等
　の確認が中心で，安全に
　ついては，周知が主体
●監理員もほぼ全件名に出席

②事前検討会

○発電所意見
・検討会での安全に関
　する検討を充実させ
　ることで，安全事前
　評価対象外の工事(C
　ﾗﾝｸ)についても，安
　全確保に寄与できる
　のではないか

○実施状況
・経験年数，保有資格の確認，また事前検討会等の質疑応答で力量レベルを確認（評価はベテランが主体）
○発電所意見
▲ベテランと若手に2極化し，中堅層が少ない　

③協力企業の力量評価の状況
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監査結果
　視点Ⅲ　現場管理の視点 - ①現場出向・コミュニケーションの状況　

・安全品質確保のキーとなる現場出向やコミュニケーションがどのように行われているか，それぞれの登場人
　物の視点で確認

監査の視点監査の視点

・現場出向機
　会の確保困
　難
・現場管理不
　足のﾄﾗﾌﾞﾙ

現場出向機会の創出を実践
●各発電所での取組を確認

作業員力量確認
・未経験者，作業班長等を
　ﾍﾙﾒｯﾄの色で識別)

コミュニケーション
●TPM活動等で一体感が　
　醸成され，作業ミス低減

若手人材育成　
・現場出向機会を活用した
　若手指導の実施　　

問題意識

△作業員力量確認

△若手人材育成

○作業安全確認

△現場ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

◎QC立会

◎安全処置確認

状況出向目的

監査結果監査結果
当社の問題意識と取り組み

取り組み 発電所意見

●現場出向の頻度は向上(管理職
　が率先)。トラブル未然防止や
　改善提案等に効果
●監理員の力量向上には効果あり
▲机上業務との兼ね合いからこれ
　以上の頻度向上は困難　
▲若手社員の現場ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ向上
　には上位職が同行し指導が必要
▲出向を効果的なものとするため
　出向目的の内容・レベルの向上
　が必要

・要領書等に
　明記されて
　いる項目は
　立会実施

▲元請工事担当者は机上業務が多く，また複数の現場を掛け持ちしているためにポイント管理もできない
　場合があり，その場合他の工事担当者に依頼することになり，作業班長との連携に懸念
▲当社要求事項である物品搬出の手続きやチェックシートの多さ等に負担感あり

元請の問題意識と取り組み

出向目的の内容・レベルの向上

　・「出向の目的とそれを実現する方法」を明確にすることが必要。これまでの実績を分析評価して，現場出
　　向の内容・レベルの向上に資することを要望。

元請の管理状況に応じた当社監理員の的確な対応

　・工事担当者が複数作業を掛け持ちしている状況もあることから，当社は元請の状況を十分把握した上で，
　　元請が責任を果たせるよう，発注者としての対応に配慮を期待。

出向目的の内容・レベルの向上

　・「出向の目的とそれを実現する方法」を明確にすることが必要。これまでの実績を分析評価して，現場出
　　向の内容・レベルの向上に資することを要望。

元請の管理状況に応じた当社監理員の的確な対応

　・工事担当者が複数作業を掛け持ちしている状況もあることから，当社は元請の状況を十分把握した上で，
　　元請が責任を果たせるよう，発注者としての対応に配慮を期待。
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監査結果
　視点Ⅲ　現場管理の視点 - ②当社・元請役割分担の状況　

保全業務に関して当社が目指すべき目標の明確化と，それを実現するための当社と元請の役割分担の観点 　
　から現場実態と基本ルールの内容について再確認し，安全・品質を確保するために必要な方策を早期に検討
　することを要望。

保全業務に関して当社が目指すべき目標の明確化と，それを実現するための当社と元請の役割分担の観点 　
　から現場実態と基本ルールの内容について再確認し，安全・品質を確保するために必要な方策を早期に検討
　することを要望。

・現場作業の安全・品質確保のために当社と元請がそれぞれの役割を的確に果たしているか　　　　　　　　
　→両者の連携に関する課題の有無，並びにそれらに対する対応状況について確認

監査の視点監査の視点

監査結果監査結果

・監理員　→工事監理マニュアルに規定
　　　　　　(受注者を指示・助言)
・協力企業→工事共通仕様書等に規定

当社側・マニュアルどおりの実施はリソース的に無理
　　　・どの程度やるかは個々人の判断　　　　
　　　・現実はできるところまでの監理を実施
元請側・工事担当者は複数現場を掛け持ちで管理
　　　・管理不在が要因の災害発生

・監理員による現場作業状況の把握が不十分なため，指示・助言など監理員の
　職務(マニュアル記載事項)遂行が困難な状況
・元請への要求事項(仕様書)の内容が適切(十分)か確認が必要

考
え
得
る
要
因

・保全の業務量削
　減を検討中｢保
　守管理改善ＰＪ｣

・監理員教育
（SAT教育）

・GMの責務について
　他部門マニュアルと
　の比較検討は未実施

・仕様書上，当社が元請に何を期
　待するかという観点での検討を
　開始「保守管理改善ＰＪ」

対
応
状
況

課

題

発
電
所
実
態

基
本
職
務

業務量が多くマ
ニュアルどおり
実施できない

マニュアルや仕様書
の分量が多く十分理
解できていない→使
いこなせていない

GMがマニュアルの要
求事項を作業毎に具
体化し，指示してい
ない

元請に対する要求事項の適切性(作
業班長自らの作業実施を許容，現場
掛け持ちは作業班長のみ禁止，工担
は現場から１時間以内の常駐を許容)

機会
創出

分担の
明確化
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監査結果
　視点Ⅳ 不適合対応の視点

監査結果監査結果

・耐震バックチェックなどの業務が集　
　中し，オーバーロードの傾向

▲問い合わせへのレスポンスの低下か　
　らメーカ技術力の低下を懸念　　

①定検中の不適合への対応（設計変更）は迅速性が要求されるが，どのように対応しているか
②災害の再発を防止するために，事例の紹介や再発防止策を浸透（水平展開）させているか

監査の視点監査の視点

●提案内容を鵜呑みにせず，設計部門からの技術連絡シー
　ト（ECS）を入手し，変更の必要性やコストの検討な
　どを実施，また経験豊富なメンバーへも相談
●若手メンバーに過去の事例を調査させるなど，力量向上
　の機会として活用

ベテランと若手に二分された人員構成がしばらくの間継続するため，技術伝承を着実に進めることが必要
メーカ技術力の低下をふまえ，不適合時の対応力（ユーザー技術力）を更に向上させることに期待

社内外から関心の高い災害発生時には，必要な情報が社内・協力企業に迅速かつ確実に伝達されるよう，
　現状の周知方法の再確認が必要
特に協力会社が多層化しているなど，規模の大きなプラントメーカでは，一人でも多くの作業者に指示内

　容を浸透させるため，元請の周知方法を工夫させるような当社監理員の指示・助言を期待

ベテランと若手に二分された人員構成がしばらくの間継続するため，技術伝承を着実に進めることが必要
メーカ技術力の低下をふまえ，不適合時の対応力（ユーザー技術力）を更に向上させることに期待

社内外から関心の高い災害発生時には，必要な情報が社内・協力企業に迅速かつ確実に伝達されるよう，
　現状の周知方法の再確認が必要
特に協力会社が多層化しているなど，規模の大きなプラントメーカでは，一人でも多くの作業者に指示内

　容を浸透させるため，元請の周知方法を工夫させるような当社監理員の指示・助言を期待

当社の実態当社の実態 元請の実態元請の実態①設計変更

②水平展開 Ⅱ.他発電所で発生事象の水平展開Ⅰ.発電所内での周知状況

社内

トラブル検討会 安全推進協議会

メンバー

GＭ

協力企業

元請

協力会社

現場へ
の注意
喚起

災害発生

A発電所 B発電所

本店

災害発生

発生の報告 発生の連絡

情報は直接入手

情報の周知方法は
Ⅰ．と同じ
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監査結果
　視点Ⅴ　工事評価の視点　　

・工事評価が，次期工事へ反映されてPDCAが回っているか
　→①設備改善など，作業者からの改善提案への当社の対応状況を確認
　　②工事結果及び評価（工事成績表の活用，元請評価の反映等）の状況を確認

監査の視点監査の視点

監査結果監査結果

②
工
事
結
果
及
び
評
価

①
改
善
提
案

●設備管理システムにより元請との共有管理　　
→ 無回答や大幅な遅延が解消(１ヶ月以内の回答)

工事成績表作成の目的を工事主管箇所に再周知するとともに，元請の評価結果を発注のインセンティブや
　ペナルティの付与などに反映できる方策の早期提案を要望

工事成績表作成の目的を工事主管箇所に再周知するとともに，元請の評価結果を発注のインセンティブや
　ペナルティの付与などに反映できる方策の早期提案を要望

当
社

元
請

工事成績表の活用

・「受注者の再評価基準」のデータとして活用 ▲工事成績がフィードバックされていない

発電所意見本店意見

元請評価の反映

・成績の良かった元請へのインセンティブ付与に
　ついて肯定的に評価
・評価結果を元請のやる気(モチベーション)や安
　全・品質向上に寄与させる仕組み，また災害を
　発生させた元請へのペナルティ付与を要望

発電所意見

発電所意見作業者 採否の確認

内容の審査

採否決定
定検報告会で期限・
対応箇所を明確化

要望事項

・本店と発電所で構成される「新契約検討タ
　スク」において，災害発生させた元請に対
　し，何らかのペナルティを課す方策の検討
　に着手

新契約検討タスク

監査結果監査結果
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東京電力 協力会社元請評価項目

○概ね良好に実施されていたが，以
　下の点について，改善に期待
　

　→安全に関しての意識を高めるた
　　め，安全事前評価委員会と事前
　　検討会での活発な審議

　

　→当社と元請の役割分担の観点か
　　ら現場実態と基本ルールの内容
　　について再確認

　→元請の技術力低下状況をふまえ
　　た，ユーザー技術力の向上

　→社内への情報周知ルールの再確
　　認，協力企業の規模を考慮した
　　元請の周知方法の工夫

　→評価結果を元請のインセンティ
　　ブ・ペナルティの付与や安全・
　　品質の向上に反映させる仕組み

　　　　凡例

概ね良好　　　 要改善

評価結果評価結果

共通仕様書
追加仕様書
指示文書

施工要領書

安全事前評価
委員会

作成・指示

現場出向

結果および評価

内容確認

改善提案

不適合対応

水平展開 周知

エリア管理

受領 一部受領

作成 作成協力

事前検討会
(作業者力量)

実施 参加・協力 協力

指示・助言 実施 参加

周知

協力検討

周知

作業実施
指示・助言

　　共同実施　　

提案 提案
検討・承認

受領

周知

工事成績表

評価

力量評価 力量評価

指示 実施

周知

名簿作成

指示・助言

元請の評価

監査結果
　視点（Ⅰ～Ⅴ）共通（コミュニケーションの視点）　　

安全に関する検討

現場出向

不適合対応

水平展開

結果および評価

評価


